
2003年７月発行
■ 

社会学年報館32号別刷

公共圏と市民社会
（ －自神的公共圏の社会的条件一

~へ

水上英徳

東北社会学会



2５ 

公共圏と市民社会
一自律的公共圏の社会的条件一

水上英徳

本稿では，ユルゲン・ハーパーマスとアクセル・ホネットの社会理鎗に基づき，諸

公共圏の活性化の社会的条件を考察する．ハーバーマスは，市民社会を基礎とした自

律的な賭公共圏での意見形成と，政治システムの制度化された意見形成・意思形成と

が協働することに，審職的政治という民主主製の規範的理念を見出した．しかし，諸

公共圏は，抑圧や排除，政治システムとの遊離といった賭問題に直面している．この

問題状況に対し、ハーパーマスは，手続き主鵜の見地から，民主的手続きの制度改革

を提言している．これに対し、ホネットは．いかにして人びとが鯖公共圏に能励的に

参与し民主的手続きに志向するのかを問い，その一つの基盤を，社会的労働の領域に

おけるポスト伝統的ゲマインシャフトの成立に見出している.このホネットの立暗は、

社会的労働の領域を含んだものとして市民社会の理念をあらためて検肘することを促

している．

【キーワード】公共圏，市民社会，「ゲマインシャフト」

１はじめに

世界的にみて公共圏論の活性化の一つのきっかけは,よく指摘されるとお

り，中欧・東欧での「遅ればせの革命」である．社会主義国家体制のもとで

の公共圏の隷属化，８０年代半ば以降の上からの改革，そしてその後の革命的

変化は，ユルゲン・ハーパーマス（1990:１１＝1994:ｉ）の言葉を用いるなら

「公共圏の櫛造転換」にあらためてアクチュアリティを与えた．

この公共圏の再発見は，同時に市民社会概念の見直しをともなっていた．

アクセル・ホネット（1994:８０）によれば，当時の中欧・東欧において，市民

社会の概念はその意味内容が多義的で拡散していたがゆえに，国家以前の社

会領域のすべてを束ねることを可能にし，社会主義国家体制を批判するさま

ざまな抵抗運動を包摂することができた．そのようにして，中欧・東欧の革

命的変化は，多様なアソシエーションの運動によって導かれていく．こうし
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たことから，市民社会の概念は革命後，西側諸国に逆輸入される．このとき，

市民社会の概念は,経済の領域を捨象して,公共圏を支える諸アソシエーショ

ンを指すものと捉えられた．すなわち，市民社会の制度的中心は，自由意思

に基づく非国家的・非経済的なアソシエーション関係である(Habermasl990：

４５－７＝1994:xxxvii-xL)．そのさい主導的な問いをなしたのは,現在の社会

における民主主義のラディカルな深化・拡大の可能性であった．

この歴史的経緯からも示唆されるとおり，公共圏論は，とくに民主主護の

問題を－つの焦点として，規範的・理念的考察と経験的社会分析とが相互に

有機的に結びついて展開してきた．それは,近年の議論状況のみならず,ハー

パーマス（[1962］1990）の初期の議論にも共通して見て取れる．規範的議

論では公共圏のポテンシャルとあるべき姿が考察され，それはまた経験的研

究にとって導きの糸となる．つまり，規範的理念に照らしじっさいの公共圏

にどのような問題がはらまれているのかが追究されうる．その一方で，経験

的研究にとってもう一つの重要な課題となるのは，規範的に捉えられた公共

圏のポテンシャルはいかなる条件のもとに現実化しうるのかを考察すること

であろう．それはまた，規範的理念のさらなる彫琢に結びつきうる．

そこで，本稿では，この問題，すなわち公共圏の活性化の条件をどう理論

的に捉えるかを考えてみたい．別言するなら，規範的に提起されるような力

を公共圏が発揮するための社会的条件である．それは同時にまた，公共圏を

支える市民社会の再考にもつながるはずである．

以下では，1990年代以降のハーパーマスとホネットの公共圏論・民主主義

論を素材として検討を進めていきたい．まず最初に，公共圏の概念とそれと
０m 

結びついた民主主義の規範的理念を，ハーバーマスのｉＩｌＦ実性と妥当」に依

拠しながらみていく（第２節)．続いて，この規範的理念に照らして，現実の

公共圏がぶつからざるをえない諸困難を幾つかあげてみたい(第３節)．その

うえで，ハーバーマスとホネット双方の所脱によりながら，公共圏がそのポ

テンシャルを展開できるための条件を考察する（第４節)．

２公共圏と審灘的政治

２．１公共圏と公鵠

ハーパーマスによれば,公共圏(offentlichkeit）は，コミュニケーション

行為によって再生産され，生活世界の一部をなしている．そうした公共圏は

ごく簡単には，「さまざまな意味内容や見解に関するコミュニケーション,つ
●●●●●●● 

まりはさまざまな意見に関する＝ミューケーションのためのネットワーク」（FuG

436）（強調は原著者）として描写されうる．

ハーパーマスはこのような公共圏を，コミュニケーション行為の機能や内

容からではなく，コミュニケーション行為のなかで生み出される空間栂造か

ら特徴づけている（FuG436-7)．コミュニケーション行為では，相手の発話

行為の諸妥当要求に対し肯定ないし否定の態度を表明するコミュニケーショ

ン自由が相互に認められ，そこでは，自分の考え方や決定の根拠が他者にも

受け入れられるかどうかが問われる（FuGl52-3)．そのさい，コミュニケー

ション行為の空間は，潜在的な参加者に対し原理的に開かれたものである．

公共圏は．こうした空間楠造をより抽象的なかたちで一般化している．つま

り，公共圏は，対面的なコミニーケーション行為にみられるような具体的コ

ンテクストや行為義務から人びとを解放するとともに，外部に対して開かれ

た空間をなすのである．

そのさい，公共圏は，空間的にさまざまな水畑のアリーナに枝分かれし，

扱われるテーマの点でも分化し,コミュニケーションの密度や組織化の程度

の点でも分化している（FuG451-2)．したがって，公共圏は一枚岩のもので

はなく、多種多様な諸部分公共圏に分化し，つねに複数形で多元的に現れて
０ヨ

レ､ろ．とはいえ，諸公共圏の間の境界は相互に透過可能であり，公共圏I±原

則として外部に開放された空間である（FuG437)．

そうした諸公共圏において交わされるさまざまな意見は，一定のテーマに
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生成しうる．ハーパーマスによれば，多元的に分化した公共圏は，その全体

を組織することのできない無秩序でアナーキーな複合体をなしており，それ

ゆえにこそ,新たな社会的諸問題に敏感に反応することができる(FuG374)．

応じてまた賛否の態度表明を通じて選り分けられ，ある程度まとまった意見

が形成されうる．ハーパーマスによれば，それは，人びとの広範な賛同に基

づき「公論（bffentlicheMeinung)」となる（FuG438)．この公鎗は，世鶴

調査の結果として示される世輪とは異なる．公論は，個々人が単独で抱いて

いる意見を統計的に集計したものではなく，じっさいに意見を交わすなかで

形作られ，人びとの賛同に基づき成立するものである．

２．３市民社会

ところで，社会的諸問題は，まずは個々人の生活史上の出来事として，具

体的な生活経験のかたちで感知されているといえる(FuG441-2).それらは，
川

さしあたりIま「私的」なことがらとして解釈され処理されてし､<、

このように社会的諸問題がまず立ち現れる私的生活領域と諸公共圏とを媒

介するのが，ハーバーマスの言う「市民社会（ZiviIgeseIlschaft)」である．

この市民社会の中核をなすのは，自発的に形成される非国家的・非経済的な

諸アソシエーションである(FuG443)．ハーパーマスによれば,市民社会は，

私的生活領域のなかに社会的諸問題を見出し評価し，それを先鋭的に表現し

て諸公共圏に転送し問題提起するはたらきをなす(FuG443)．私的生活領域

から立ち上がってくる市民社会は，社会の新しい問題情勢を察知する感受性

がきわめて鋭い．

と同時に，市民社会は，諸公共圏の維持と拡充にとって重要な機能を果た

しうる（FuGd47-8)．というのも，市民社会の諸アソシエーションは，自由

なコミュニケーションの侵害に敏感に反応し，またマージナル・グループの

排除や抑圧に抵抗するという傾向を持つからである（FuG454)．甘い換える

なら，諸アソシエーションの活動は，諸公共圏における多様で活発なコミュ

ーケーションを維持・強化しうる．

以上のような政治的公共圏と市民社会の織論の背後にあるのが，ｒ審鍍的政

治(deliberativePolitik)」と呼ばれる民主主譲の規範的理念である．すなわ

ち，一方における市民社会を基礎とした自律的な諸公共圏での意見形成と，

他方における政治システムのしかるぺき手続きによって制度化された意見形

成・意思形成とが,前者に主導されて密接に連関し合うこと,ここにハーパー

２．２公共圏の政治的影響力

緒公共圏と政治システムとの関係に蒜目するなら、諸公共圏は，政治シス

テムによって扱われる必要のある社会的諸問題の「共鳴板」として捉えるこ

とができる（FuG435)＿つまり，社会に生じた諸問題に敏感に反応し，その

所在を指し示すのが諸公共圏であり，それは「感度のよいセンサーを側えた

警報システム」（FuG435)である．さらに３.諸公共圏は，問題を認職し同定

するのみならず，その問題がまさに問題であることをテーマ化し，政治シス
③ 

テムに受容されうるように先鋭的に表現するとし､うはたらきをなす．

そのさい，諸公共圏で形成される公職は，政治的影響力のポテンシャルと

なる（FuG439)．つまり，公論のいかんによって，人びとの選挙行励もまた

変化し，立法はもちろんのこと，司法や行政における決定も影響を受ける．

こうして公鵠の政治的影響力は、政治の諸領域において政治的権力へと変換

されえ，拘束力のある決定を生み出しうるわけである＿

とはいえ、もちろん諸公共圏それ自体は，政治的決定の審級ではない．諸

公共圏が発揮しうるのはあくまで影懸力であり，政治的決定そのものは政治

システムによって担われる（FuG364,4491しかし，この制度化された政治

的決定を免れていることが，緒公共圏での自由で多様なコミュニケーション

を可能にする．そもそもマス・メディア等に媒介された諸公共圏では，決定

の必要や具体的行為義務から人びとは負担軽減されている．その軽滅のゆえ

に，諸公共圏では解釈や意見の多橡性が促進され，さまざまな部分公共圏が
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マスは民主主義の理念を見定める（FuG360-3,372-3)．別言すれば，公共圏

において市民社会のイニシアティブのもとに公鵠が形成され，その政治的な

影響力が,正当な法を制定する権力としての＝ミニニケーション権力（kom‐

munikativeMacht)に変換され,このコミュニケーション権力に基づきさま

ざまな政治的権力の行使がコントロールされるというあり方である．

きな力を及ぼしている．こうしたアクターはづ公論の形成に対しあからさま

に貨幣メディアや組織権力を投入することはできないが(FuG441)，しかし

調査機関を用いて世論調査や市場調査をおこない，宣伝・広報やプロパガン

ダを投入する（FuG453-4)．ハーパーマスによれば，これらのアクターは，

公衆のなかから現れ出る市民社会のアクターとは異なり,公衆の前に登場し，
⑤ 

既存の諸公共圏をF利用しようとする（ＦｕＧ４４０,454)．

もう一つの強力なアクターとしてハーバーマスが挙げるのが,マス・メディ

アで活動するジャーナリストである(FuG454-6).ジャーナリストは,マス・

メディアでの情報の収集と選択,情報加工と傭報発信に大きな力を行使する．

この「メディア権力」は，メディアに媒介された諸公共圏へのテーマや関係

者の接近藍ある程度コントロールしている．問題となるのは．マス・メディ

アが行政機関等の組織化された情報生産者から情報を受け取り，情報加工や
旧

情報発信にさし､しコマーシャリズムの戦略に従し､がちな点である．

こうしてみると，諸公共圏のイニシアティブは，通常，市民社会以外の諸

アクターによって握られており，市民社会の発する声が諸公共圏を主導する

ことはめったにないといってよい．市民社会は，たしかに社会に潜在する諸

問題に対して鋭敏であるが，しかし，諸公共圏の主要な要素ではない．

さらにまた，諸公共圏への関与それ自体が事実上，排除される可能性も考

えられねばならないナンシー・プレイザー(Fraserl992）らが指摘すると

おり，さまざまな社会的不平等が椣造的暴力として諸公共圏への接近を妨げ，

たとえ形式的に参加できたとしても，実質的にみずからの声を発することの

できない状態におかれうる．ハーパーマス（1996:379-80）もまた「事実性と

妥当」ののちに，社会（福祉）国家の変容のもと下層階層が新たに生じてく

る傾向と関連づけて，諸公共圏からの排除の問題を指摘している．

３公共圏と市民社会をめぐる諸困難

しかし，市民社会に主導された民主主義という規範的理念は，現実には多

くの困難にぶつからざるをえない．

３．１公共圏の権力榊造

上述のとおり，公共圏は，多元的に分化じ，無秩序でアナーキーな複合体

をなしている．それゆえ，一方では諸公共圏は，社会的諸問題に対しきわめ

て敏感なのだが，他方では構造的暴力や歪められた＝ミニニケーションによ

る抑圧や排除に無防備にさらされているとハーパーマスは言う（FuG374)．

そうしてみると，諸公共圏の内部で市民社会のアクターがじっさいどの程

度の力を発揮できるのかが問われる．マス・メディアを介して拡大した諸公

共圏では，影響力を持ったアクターとそのまわりの観客とが役割分化し，い

わばステージと客席とが分かれている（FuG440,453)．そのさい,発言力を

持つ諸アクターは，公衆の賛同に基づく公論の形成をめぐって互いに競合し

ている.､その意味で，諸公共圏は，激しい社会的闘争の場にほかなら鞍い、

市民社会の諸アソシエーションもアクターの－つであるが，その力は通常き

わめて弱い．むしろ，諸公共圏のイニシアティブを握っているのは，市民社

会以外のより強力なアクターである．

まず，諸公共圏の外部の機能領域に強く規定されるアクター，たとえば政

治的党派や各種の利益集団が挙げられるし，また私企業や行政機関なども大

3.2公共圏と政治システムの関係

次に，諸公共圏と政治システムの関係に着目するなら，諸公共圏の政治的
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影響力が正当な法を制定するコミュニケーション権力に変換されるさいの困

難が指摘される．ハーパーマスによれば，立法機関において新たなテーマが

提起され公式に取り扱われるに至る過程は，通常は，政治システムそれ自体

によって主導されている（FuG458-60)．そのばあい，コミュニケーションの

流れは，政治の傾城の中心部から出発しその中心部によってある程度コント

ロールされる経過をたどり，諸公共圏．そしてまた市民社会は関与しないか，

関与したとしてもイニシアティブを握ってはいない．

もちろん，ハーバーマスが強調するとおり,~社会的に璽大な問題をめぐっ

て市民社会が主導的な役割を果たし，コミニーケーションの流れが逆転しう

ることも見逃してはならない（FuG460-2)．そのことは，戦後のさまざまな

社会問題，たとえば冷戦榊造下での軍拡競争，巨大科学技術のリスク，自然

環境問題，南北問題，フェミニズムやエスニシティにかかわる問題をみても

明らかだとハーパーマスは言う．これらの諸問題のほとんどは，社会の機能

領域に根を下ろした国家機榊や組織などによって提起されたものではなく，

はじめは当事者やその代弁者，知識人や専門的研究者などから出発し，社会

運動や市民運動，マス・メディアを通じて諸公共圏に浸透し，その結果とし

て公論を勤かし，最終的に政治システムにおいて取り上げられるに至ってい

る．こうして，市民社会の活動によって問題状況が広く認識され危機意識が

高まるとともに，力関係はじっさい逆転してきた．

しかしそうだとしても，通常の「静止状態の公共圏」（FuG458）では、政

治システムとの間のコミューケーションの流れを市民社会が主導することは

困難である．市民社会のポテンシャルは，特定の歴史的瞬間においては活性
ｍ 

化しうるとしても，通常I±あくまで潜在的なものにとどまる．

ハーパーマスがとくに問題としているのは，立法機関に対する行政機関の

自立化の傾向である（FuG519-24)．社会（福祉）国家の成立以後，国家の担

うぺき蝿題は格段に増大かつ複雑化し，それに相応して行政機関は，法の制

定という立法の機能をみずから担うようになっていく．それは，たとえば委

任立法や行政立法の増大，行政裁戯や計画行政の余地の拡大に現れている．

この行政機関の自立化の問題は，高度に発達した科学技術のリスクへの対応

が求められるのにともない，よりいっそう先鋭化する．また，行政梅力の執

行にさいしては，巨大な圧力団体や組織などの影響力も強まっていく．

こうして，行政機関は立法機関における法制定の枠をますます越え出てい

く．この問題は，諸公共圏におけるインフォーマルな意見形成と、政治シス

テムにおける制度化された意見形成・意思形成との遊離を意味しよう．つま

り，諸公共圏での政治的影轡力がコミュニケーション横力に変換され，その

コミュニケーション樒力が行政梅力をコントロールするという，民主主譲の

プロセスが切断されているわけである．

４公共圏の可能性の条件をどう捉えるか

では，このような問題状況に種かれた諸公共圏の活性化の可能性をどう考

えればよいであろうか．

４．１手続き主義に基づく制度改革

ハーパーマスは，とくに賭公共圏と政治システムとの関係に関し，諸公共

圏の影響力をより強める新たな手続きの制度化を提起している．つまり，法

の制定や適用の正当性を吟味する回路を賭公共圏にいっそう開かれたものに

し,諸公共圏の政治的影響力が＝ミューケーション権力に転換する多様なルー

トを麺側するということである．

まず行政機関に対して．諸決定が正当かどうかを吟味するためのコミニニ

３．３法治国家の危機．

さらに,政治システムの内部に目を向けてみれば，「法治国家の危機」と呼

ばれる問題状況が従来より指摘されてきた．
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（３） 

ケーーション形態と手続きをその内部に新たに設樋することが必要である（ＦｕＧ

530.1)．つまり，行政過程に「正当性認証のフィルター」を組み込み，諸公

共圏の参加と＝ントロールの新たなルートを制度化するわけである．行政の

「民主化」の具体的手法としてハーパーマスは,行政決定への当事者の参加，

聴聞や公聴会，行政審判やオンプズパースンなどを挙げている．

また，圧力団体や組織などの不当な権力の行使に対しては，政治的諸公共

圏それ自体のいっそうの活性化が求められる（FuG532-4)．この点について

は，自律的諸公共圏の育成，市民参加の拡大,メディア権力の制御，草の根

の政治的党派の媒介機能，これらが重要な意味を持つとハーパーマスは指摘

している．より具体的には，住民投票などの制度の定着やマス・メディアの

自立性の強化，政治的党派の組織機楢改革などが挙げられる．

さらに，諸公共圏への参加の不平等に関し，ハーパーマス（1995:155）は，

諸公共圏への接近とそこでの発言を実質的に可能にする事実的諸条件の確保

にも言及している．その例としては，アドボカシーやアファーマテイヴ・ア

クションないしクォーク制などが挙げられる．諸公共圏への接近と関与を支

える諸施策によって，社会的諸問題について誰もが自分の意見を発する有効

なチャンスを手に入れ，問題の当事者たちは，みずからの利害関心を明確に

主張し議絵に参加できるようになる（FuG514)．

以上のとおり，ハーパーマスは，選挙などの一般的な政治参加に加え，政

治の諸領域に新しい参加とコントロールの仕組みが整備されることに，諸公

共圏の影響力の強化を展望している（FuG472)．と同時に，諸公共圏それ自

体の活性化や諸公共圏への参ｶﾛの不平等の問題についても,ハーバーマスは噸

新しし､制度的工夫の必要を提起していると言えよう．

ただ，ここで一つ留意する必要があるのは，ハーパーマスが単純な政治参

加それ自体を求めているわけではない点である.ハーパーマス(1990:４３－４＝

1994:】｡[xv-X]｡[vi)によれば,ただ単に参加の可能性を拡大し決定を共同のも

のにしても，ぱあいによっては特殊な利害関心のごり押しをもたらすだけと

なる．むしろ､重要なのは，諸公共圏の関与を導く適切な手続きの整傭であ

る．扱われるテーマに応じたコミューケーション形態と手続きが制度化され

ること，その結果としてはじめて，参加は実質的な意味を持つ．

４．２ポスト伝統的ゲマインシャフト

ハーバーマスの以上のような手続き主義的見地に疑問を投げかけているの

が，アクセル・ホネットである＿ホネット（2000a:308）によれば，民主的な

意見形成・意思形成がうまくゆくためには，手続きの整備のみならず，人び

との動機づけと関心が必要であり，手続きそれ自体がいわば日常的な習慣の

一部として定霜していなければならない.すなわち，「民主的人倫」（WeIlmer
⑬） 

1993）力R前提となる．

ホネットが提起するこの問題は,実はハーバーマス自身(1994:678-80,1996：

311.13）によっても認識されている．ハーパーマスによれば，審議的政治は

合理化された生活世界を拠り所とし（FuG366)，自律した諸公共圏は｢合理

化された生活世界の厚意」（FuG434）に依存している．この『合理化された

生活世界」の中身としては，まずは市民社会の諸アソシエーションが挙げら

れ(FuG366,434)，さらに活力ある市民社会それ自体，自由な政治文化と相

応する政治的社会化のコンテクストに依拠しているとされる(FuG449).ハー

パーマス（1996;311）はこれらをバーンスタイン（Bemsteinl998）になら
凶

し、「民主的エートス」とも呼ぶのだが，しかし，このエートスそれ自体がし、
１ｍ 

かにして形成されるのかについては，十分に議論されていないとみてよし､、

ホネットが追究するのは，このハーパーマス理論の欠落点である．

ホネット（2000a:328）は，リベラリズム対コミュニタリアニズムという近

年の政治哲学の論争のなかで両者が立場を異にしながら次の点で一致してい

ることに注意を向けている．すなわち，民主主義が十分に機能するためには

規範的な意味で一定のゲマインシャフトが必要ということである．

ここで言われているゲマインシャフトは，ゲゼルシャフトと対になりテン
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ニースによって提起された概念だが，ホネット（2000a:331-2）は，この対概
岨

念を自身の承認理騰に基づき位圃づけ直してし､る.ゲゼルシャフトのばあﾚ､，

人びとは，法的に規定された自由を平等に尊唾し合うことで関係を結ぶ．こ

こでは，すべての人びとに共通する特性が相互承躯される．これに対し，ゲ

マインシャフトは，一定の人びとがなんらかの特定の価値を共有しそれを生

活の指針とすることで成立する．そうしたゲマインシャフトでは，個々人の

特性や能力は共有された価値に照らして個別に評価される.ここでの承認は，

ゲゼルシヤフトとは違い，すべての人びとを平等に扱うといった性格のもの

ではない．人びとは，それぞれの特性や能力が共同の生活実践にとってポジ

ティヴな意味を持つ者として承認し合っており，その意味で，ゲマインシャ

フトの関係は「迎帯（Solidarit甑)」の関係である．

ホネット（2000a:333-7）によれば，このゲマインシャフトにおける相互承

認はそれ自体，歴史的に大きく変化してきている．身分制的な伝統的社会か

ら近代社会への移行にともない，個人の社会的評価は，ヒエラルヒーをなす

身分秩序を指針とするのではなく，個々人が自己実現を追求するなかで達成

した業績,各自に固有の特性や能力がそれ自体として評価されるようになる．

それとともに，評価の基準となる価値は抽象化し多元化し，つねにさらなる

解釈に開かれ，それをめぐって文化的コンフリクトが生じるようになる．

ゲマインシャフトのこうした歴史的変化からホネット（2000a:337-8)が導

き出すのが｢ポスト伝統的ゲマインシャフト(posttraditionaIeGemeinschaft)」
回

という規Hii的理念である．ここでの連帯は「個体化した（また自律した）藷

,主体の間の対称的な価値評価の社会関係」（Honmeth2000a:337)という条件

に結びついてし､る．「対称的」というのは，同程度に評価するということでは

なく，自分の能力や業綱が社会にとって有意壌だと経験するチャンスを，他

者との格差がつけられることなく誰もが得ることを指している．また，この

関係は独自な意味で「連帯」と呼びうる．すなわち，他者の人格の固有性に

対し受動的に寛容であるのみならず，その人格の能力や特性がよりよく発揮

されうるよう，またそれまで知られてなかった新たな能力や特性が発現しう

るよう，能動的にかかわっていく関係である．

こうして，ホネットは，民主主義の基礎的条件をなすゲマインシャフトの

規範的理念を，ポスト伝統的ゲマインシャフトに定式化する．ポスト伝統的

ゲマインシャフトの概念は，近代のゲマインシャフトの二つの規範的な発展

可能性(Honnethl992:209-11)，すなわち，一方では各人に固有の能力や特

性が承認されるという意味での個体化と，他方では誰もがみな格差なしに承

認されるという意味での均等化が，進んだ先を指し示している．

４．３公正な社会的分業

と同時に，ホネットは．「公衆とその諸問題」（Dewey［1927］1984）を中
Ｂｉ 

心にジョン・デューイの政治思想を再構成するなｶﾕで，このゲマインシャフ

ト的な相互承認が政治的公共圏の活性化，そして民主的続きの実効性の条件

であるゆえんとその社会的所在を考察している．

ホネット（2000a:302-3）によれば，デューイは，ゲマインシャフトの成立

が民主的手練きへの志向の煎提をなすと捉えた．つまり，自分たちがなんら

かの目的や価値を共有しそれを協同で追求していることを互いに十分に経験

できてはじめて，自分たちの社会的諸問題に能励的にかかわるという利害関

心が生じ，また意思形成の民主的手続きが､社会的緒問題を解決するための

合理的な手段として理解され志向されうるわけである．

そのさい，デューイは，このゲマインシャフト的な協同(Kooperation）を

ほかならぬ社会的分業の領域に位極づける．つまり，さまざまな築団やアソ

シエーションが分業のかたちをとって結びつく社会的労働のネットワークの

なかで，協同が意職され経験されうるわけである．この協同において個々人

は，分業による社会の再生産に各自の能力や特性がともに貢献していること

を相互承鶴し,そのことを通じて自己実現を果たしうる(Honneth2000a:293,

296-7)． 
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ただし，この協同の意識は，社会的分業の編成が公正で正当なものでなけ

れば十分に成立しない．すなわち「デニーイのみるところ，民主的公共圏の

活性化の条件は，社会的分業という政治以前の領域におかれており，この領

域は，社会の成員の誰もが協同の事業のアクティヴな参加者として一般に理

解されうるように,公正に正当に規制される必要がある．というのも，デニー

イが正当にも前提しているとおり，責任と協同の共有というそうした意識が

なければ，個々人は，共通の問題解決の手段を民主的手続きのなかに見て取

るには，決して至らないからである」（Honneth2000a:304-5)．

ホネット（2000a:309）は,現在の社会において，そうした社会的分業の公

正な編成のためには，単に資本主襲的な労働市場の規範的な再構成がはから

れるのみならず，むしろ，そもそも何をもって社会的に評価される活動とみ

なすのかというその定義のラディカルな変革が必璽と指摘している．別言す

るなら，社会の再生産への協同の寄与として評価される，つまりは社会的承

認を享受するのはどのような活動なのか，価値評価の基準の新たな構築であ
回

り，ひし､ては労働とし､う概念の再定義である．

以上のとおり，ホネットによれば,民主的な意思形成は一定のゲマインシャ

フトを前提としてはじめて十分にはたらきうる．そのさい，ホネットは，近

代におけるゲマインシャフトの規範的理念をポスト伝統的ゲマインシャフト

の概念に定式化するとともに，デニーイの政治理騰を手がかりに，このゲマ

インシャフトの所在を，なにより，公正に組織された社会的分業に見出して

いる．分業が正当に編成されることで成り立つ社会的協同の経験こそが「民

主的人倫」を生み出す（Honneth2000a:309)．

に見定めていた．これに対しホネットは，人びとが諸公共圏に稲極的に参与

し民主的手続きに志向することがいかにして可能となるのかを問う．この問

題に対するホネットの回答は,社会的分業の公正な編成に基づくゲマインシャ

フト的協同であり，そこでのポスト伝統的なかたちでの迦帯である．つまり，

諸公共圏の活性化は，政治的なものの外部の社会的条件に依存している．こ

うした織鑑は，公共圏と民主主義の問題を狭い意味での政治の領域にとどめ

るのではなく，社会経済的な領域から考察する必要をあらためて提起してい

るといえよう．そもそも，社会的分業が公正なものでなければならないとい

う条件は,民主主譲の真正な理念の内在的要素をなしている(Honneth2000

a:307-8)．民主主畿の規範的理念は，政治的理想としてのみならず，なによ

りも社会的理想として考察される必要がある（Honneth2000a:309)．

このホネットの立臘はもちろん，ハーパーマスが提起した民主的手続きの

重要性を否定するものではない．むしろ，分業の公正な組織化は，この手織

きの実効性を支え，諸公共圏に根ざす民主主鍵が単なるうわぺだけのもので

はなく実質的たりうるための基礎となる．公正な分業のもとでの社会的協同

があってこそ，民主的手続きは，社会的諾問題を合理的に解決するための手

段として志向され，政治システムそれ自体の制度改革もまた進められうる。

ところで，ホネットの議論を別の角度からみるなら，社会的労働の領域が

どのように編成されているかによって，相互承鯉に基づく連帯の関係が規定

され，それがまた賭公共圏，ひいては民主的政治文化のあり方を方向づける

と考えられる．つまり，社会的分業のなかで個人の能力や特性や業績に対し

しかるべき価値評価がなされないなら，それは人びとの連帯の切断を意味す

る．その結果として，既存の諸公共圏からの離反や賭公共圏相互の分断・対

抗もまた生じるといえる．ホネット（1992:205.6）によれば，承認が得られ

ないあるいは拒否・剥奪されるという軽視（Missachtung）の経験は，諸公

共圏において承鴎をめぐる闘争をもたらしうる．その意味では，社会的労働

の編成とそれに伴う相互承認の秩序は，諸公共圏における権力関係それ自体

５市民社会再考

前節でみてきたとおり，ハーパーマスは，現在の社会における諸公共圏の

活性化の－条件を，政治システムと諸公共圏とをつなぐ民主的手続きの拡充
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明

の重要な背｣;t要因をなすと考えられる．

さらに，ホネットの議論は，市民社会の概念をあらためて考察する必要を

提起しているように思われる．上述のとおり，ハーパーマスは，市民社会概

念から経済的含意を捨象して自発的な諸アソシエーション関係を指すものと

解釈し，この市民社会によって諸公共圏が主導されることに一つの規範的理

念を見出した．

これに対し、ホネットの議論から導き出されるのは，公共圏の問題が経済

活動の領域を抜きにしては語れないということである．それは，従来から指

摘されてきたような，社会的不平等が諸公共圏への接近と参加を阻害しうる

ことだけに関係するわけではない．むしろ，ホネットが注目しているのは，

諸公共圏への積極的なコミットメント，民主的手続きへの主体的な志向が，

社会的労働の孜元に基礎づけられることである．公正に整えられた社会的分

業とそこでのポスト伝統的なかたちでの相互承認があってはじめて，社会的

諸問題への主体的なかかわりが生じてくる．社会的労働の吹元は，民主主義
四

の内在的な核心部分をなしてし､る．

そうしてみれば，民主主義の規範的条件として，社会的労働の領域を含ん

だ市民社会概念をあらためて定式化することも可能ではないだろうか．つま

り，公正に編成された社会的分業に基づきポスト伝統的な意味での相互承認

が成り立っている社会関係，それはもちろん「自由」で「平等」な市民の社

会関係とは単純に重ならないのだが，これをホネット的な意味での市民社会
岨

と捉えることができるのではないか．もちろん，この市民社会は，あくまで

規範的理念である．だが，この意味での市民社会の形成と定着こそが，活力

ある諸公共圏をもたらし，強靭な民主主義を実現するといえるのではないだ

ろうか．

を用いて骸当ページ数を示す．

②公共圏の複数性・多元性の強調は，「公共圏の構造転換」（Habermas［1962］19900

との大きな違いの一つと言える．ナンシー・フレイザー(Fraserl992）らが批判

したように，『公共圏の撫造転換」ではなによりも「市民的公共圏」に焦点が当て

られ，それ以外の諸公共圏の存在，諸公共圏相互の競合や排除は，十分に考慮さ

れていなかった．この点はハーパーマス（1990：15-21＝1994w-xii）ものちに認

めているとおりである．

(3)この点に関し，「率実性と妥当」に先立つ「近代の哲学的ディスクルス」におい

て，ハーバーマス（19858418＝1990:617）は，公共圏を，社会的諸問題に関す

るリフレクティヴな知識が生み出される，社会のリフレクションの審級と規定し

ていた．この位圃づけばｊ公共性艦と公共圏論の違いを考えるさいにも重要と思

われる．というのは，公共性の規定それ自体，公共圏における議論の－テーマだ

からである．フレイザー（Fraserl992)やペンハピプ(Benhabibl992）らの問

題提起とも重なりハーパーマス（FuG379-82,506-15）も示唆するとおり，何が

「公」で何が「私」なのかを解釈し蟻論し合う場が，公共圏にほかならない．そ

のかぎりでは，公共圏輪は公共性論に対してメタレペルにあるともいえる．すな

わち，何が「公」で何が「私」なのかを解釈し蟻論する場がどのように形作られ

そこにどんな問題がはらまれているのか、また，その公／私の構築過程は規範的

にみていかに編成されるべきなのか､つまりは公共性鶴そのものが形成される場

を経験的かつ規範的に追究することが，公共圏鵠の重要なテーマの一つとなるわ

けである．

(4)社会的諸問題がまずは個々人の私的生活領域に立ち現れ私的に処理されることに

関連して，ハーバーマス（FuG441-2）は，広い意味での文学的公共圏の重要性

も指摘している．つまり，社会的諸問題を映し出す私的な生活経験は，宗教や文

学や美術や音楽などにその的確な表現を見出しうる．

(5)ハーパーマス(FuG4534)によれば,市民社会のアクターとそれ以外のアクター

は，組織の複合性や資源や専門化の程度，またその利害関心によっても十分には

区別できず，むしろ，その自己同定の仕方が区別の手がかりになる．市民社会以

外のアクターがその出自によって簡単に同定されうるのに対し，市民社会のアク

ターは同定のためのメルクマールをみずから生み出さねばならず，アイデンティ

ティをみずから繰り返し確認しなければならない．

(6)あるインタビューのなかでハーパーマス（1995:148-9）は，マス・メディアに媒

介された諸公共圏が「整序された諸公共圏」と験る可能性を指摘している．この

註

(1)本穂では，この『事実性と妥当」からの引用と参照についてのみ，略号（FuG）
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承認領域の－つと位極づけている．ここでは，労働運動は，物質的再分配を求め

る運動であるのみならず,労働の社会的承寵をめぐる闘争として捉えうる（Hon‐

neth2000b：148)．また，ホネット（2000b：149.50）によれば，現段階での労働

概念の再定義にさいしては，いわゆるアンペイド・ワークの社会的承認もまた重

要な輪点となる．

(１６)ホネット（2000a：107-8）は、ドイツのネオナチズムの背最要因の一つが，社会

的労働の領域も含んだ社会的承蝿の欠落にあることを示唆している．そこでも示

されているとおり，承認をめぐる闘争は，諸公共圏において適切な表現を見出す

ことなく暴力的な対抗文化の形態をとることもありうる．

(17)その意味で，ホネット（2000a:307-8）は，社会的経済的不平等の問題について

も，ハーバーマスの民主主義理蹄が政治的領域に一両化されていることを問題視

している．この点に関連し，従来よりホネット（1985:333.4＝1992:382-3）は，

ハーパーマスが社会的労働の領域をシステムと捉えその批判の可能性を十分に追

究していないことに異論を示してきた．

(18)ただし，ホネットは，既存の市民社会臨に対して批判的であり，本稿で扱った

素材でも市民社会の概念を基本的に使っていない．ホネット（1994:80.9,2000a：

２８３Ａｎｍ２）によれば,既存の市民社会鏑は,規範的な民主主蔑理論としてみれ

ば,手続き主義と共和主羨の間で定めなくゆれ動いており,一つの独自なアプロー

チをなしていないとされる．

整序された諸公共圏というのは，批判的に社会的諸問題を認知し同定し先鋭化す

るのではなく，もっぱら国民投票的な正当性認証に賛するもののことである(FuG

462)． 

(7)もちろん,ハーバーマス自身の強調点は,市民社会のポテンシャルが現実に活性

化しうることにあるが,通常の諸公共圏ではそれは難しいというハーパーマスの

露識を本稿では重視する．

(8)ハーパーマス（FuG235-7,526.7）は,行政機関の自立化に表れるような権力分

立の問題を，特定の具体的制度から実体的に捉えるのではなく，まずは政治的な

ものに閲するコミュニケーション諸形態の配分の問題としてより抽象的に捉え，

そこから権力分立の新たな仕組みの必要性を導き出している．

⑨同様の問題を論じているものとしては,たとえばパーンスタイン(Bemsteinl998)，

ペイネス（Baynes2002）を参照．

(10)そうした民主的エートスの一部をなすのが，ハーバーマスの提起する憲法パト

リオテイズム（Verfassungspatriotismus）である．この概念については，毛利

（2002）の第一章を参照されたい．

(11)むろん，ハーバーマス（1981,2:212-23＝1987,下：48-57）は，生活世界の合

理化を社会の近代化の－側面として位腫づけ議論しているが，「民主的エートス」

がどのように形成されるのかについては必ずしも明らかではない．

(12)ホネット（1992）は，イエナ期ヘーゲルとミードの社会心理学に見出される承

認論を手がかりに，人間のアイデンティティ形成にとって必要条件となる三つの

承認形態（一次的諸関係、法権利諸関係、価値ゲマインシャフト）を区別し，承

認の社会理論を提唱している．ホネットによる承認理論の概要については，日暮

（2002)，水上（2003）を参照されたい．

(13)ポスト伝統的ゲマインシャフトという考え方の理論的源泉の一つは、ホネット

によれば．デュルケムが「社会分業瞼」において提起した「有機的連帯」の概念

である．

(14)ホネット（2000a:285.7）によれば，デューイの政治思想は，共和主義と手続き

主蕊の二つの規範的な民主主蕊モデルが対極されている現状において，よりすぐ

れた第三の立場を展開しうるものとされている．

(15)社会的労働の編成は，ホネットがゲマインシャフトにおける承認形態として特

徴づけた価値評価の秩序と密接に結びついている(Honneth2000a:104.7)．こう

した視点から，近年，ホネット（2003:162-77）は，個々人の活動が業績として価

値評価される領域を,市民的一資本主義的社会形態の形成にさいし分出した三つの
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PublicSPhereandCMlSociety 
；OntheSocialConditionsDfAutonomousPublicSphere 

MIZUKAMIHidenorl 
● 

ThepMrposeofthispaperistoconsiderthesocialconditionsofauton‐ 
omouspublicspheresbyrCviewingthesocialtheoriesofJiiI悪enHaber-

masandAxelHonneth,HabemlashasdeveIopedthenolmativeconcept 

ofdeliberativepoIiticsthatmeanstheinterpIaybetweeninstitution‐ 

alizedopinion／will-fOrmationinpoliticaIsystemandmfOnnal 

opinion-formationinautonomouspulilicspheresbasedoncivilsociety・

However,publicspheresareactuaIlyfacedwithdifficultproblemssuch 

aslEpressio､,exclusion,anduncouplinginthepoliticalsystemlnorder 

tosolvetheseissues,Habermaspmposesinstitutionalreformfromthe 

standpointofaproceduralismOntheotherhand，Honnethargues 

posttraditional,，Gemeinschaft,，intheSphereofsociallaborthatisome 

ofthesocialfbundatioHlsofmotivatedc⑪mmitmenttopubIicspheresand 

activeorientationtowarddemocraticprDcedures、Honneth，ｓａｒＨｕ‐

mentrequiresreexaminationoftheideaofcivilsocietyasasocialsphe肥

includmgsociallaboエ

Keywords:pubIicsphere,civiIsociety,“Gemeinschaft,, 
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